
第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 納税貯蓄組合に関する事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 042000-01

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

財務部　納税課

ファイルの利用目的
納税貯蓄組合の活動に対し，支援及び指導を行い，納税意欲の
向上と市税の容易かつ確実な納付に資する。

記 録 項 目
1 識別番号，2 氏名，3 生年月日，4 住所，5 電話番号，6 団
体加入，7 収入状況，8  納税状況，9 銀行口座

記 録 範 囲 納税貯蓄組合員

記録情報の収集方法 本人の申告

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

他の官公庁

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

他の官公庁

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目 1 識別番号，2 氏名，3 住所，4 電話番号，5 保険加入状況

記 録 範 囲 自動車臨時運行許可申請者

記録情報の収集方法 本人の申告

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

財務部　納税課

ファイルの利用目的 申請者に対し，自動車臨時運行の許可の可否を判断する。

フ ァ イ ル の 名 称 自動車の臨時運行許可に関する事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 042000-02

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
1 識別番号，2 氏名，3 生年月日，4 住所， 5 電話番号，6 納
税状況

記 録 範 囲 証明書申請者

記録情報の収集方法 本人の申告，本人から委託を受けた者の申告

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

財務部　納税課

ファイルの利用目的 納税証明書の作成及び交付を行う。

フ ァ イ ル の 名 称 納税証明書に関する事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 042000-03

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

他の官公庁

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目

1 識別番号，2 氏名，3 性別，4 生年月日， 5 住所，6 電話番
号，7 本籍・国籍，8 家族状況，9 親族関係，10 居住状況，11
職業・職歴，12 保険加入状況，13 資産状況，14 収入状況，15
納税状況，16 公的扶助，17 銀行口座，18 人種，19 信条，20
社会的身分，21 病歴，22 犯罪の経歴，23 犯罪により害を被っ
た事実，24 心身の機能の障害があること，25 健康診断の結
果，26 医師等により指導又は診療若しくは調剤が行われたこ
と，27 刑事事件に関する手続きが行われたこと，28 少年の保
護事件に関する手続きが行われたこと

記 録 範 囲 市税の滞納者

記録情報の収集方法
本人の申告，実態調査，他の官公庁からの提供，民間・私人か
らの提供，市民税課・資産税課・健康福祉課・生活支援課・長
寿支援課・国保年金課からの提供

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

財務部　納税課

ファイルの利用目的
市税滞納者との折衝過程を記録することにより，滞納処分の正
確な執行と滞納者の減少を図る。

フ ァ イ ル の 名 称 市税の滞納整理・処分に関する事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 042000-04

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

民間・私人

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
1 識別番号，2 氏名，3 生年月日，4 住所，5 電話番号，6 納
税状況，7 銀行口座

記 録 範 囲 市税の納税義務者

記録情報の収集方法

本人の申告，他の官公庁からの提供，民間・私人からの提供，
市民税課・資産税課・健康福祉課・長寿支援課・障害者支援
課・国保年金課・・子ども保育課・子育て支援課・クリーン推
進課・保健体育課からの提供

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

財務部　納税課

ファイルの利用目的 市税の収納管理を行う。

フ ァ イ ル の 名 称 市税の収納管理に関する事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 042000-05

個人情報ファイル簿


